
 

 

水道広域連携の推進に向けた県民への周知について 

水道広域連携推進担当 

 

１ 要 旨 

県内水道事業の広域連携を推進するため，その必要性や取組などについて，県民へ

広く周知する。 

 

２ 周知方法 

【主な内容】 

 〇 県内水道事業は，人口減少による収入減や施設の老朽化による費用増，水道事業

を支える人材不足など，厳しい経営環境に置かれていること。 

 〇 水道事業の広域連携とは，県や市町が一体となって，市町の枠を超えて，施設の

建設や維持管理の効率化などに取り組むこと。 

 〇 県の方針として，賛同する市町と県で水道事業の統合を目指していること。 

 

⑴ リーフレットの作成・配布 

 リーフレットを作成し，県関係施設やコンビニ等の県政情報ラック等で配布 

      ① 内  容  ： 別紙のとおり 

   ② 作成部数  ： 15,000部 

   ③ 配布実施時期： 10月中旬～11月（予定） 

      ※あわせて，県のホームページへ掲載する。 

⑵ 新聞への掲載 

リーフレットの内容を元に，中國新聞（全県版）朝刊へ掲載（10月下旬） 

 

※ 令和２年６月に策定した「広島県水道広域連携推進方針」については，現在，県

及び市町ホームページへ掲載している。 

 

３ 今後の予定 

引き続き，市町の協力も得ながら県民が広く利用する施設等へ配布するなど，更な

る周知を図る。 
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